
公  告 

 

 「特別養護老人ホームなごみ三清荘」にて使用する備品（介護・看護用品、家具、家電製

品および車両）に係る契約を締結するので下記の通り公告する。 

 

令和 7 年 6 月 11 日 

 

社会福祉法人経山会 

理事長 長野 直樹 

１．発注者 

住所：719-1106 岡山県総社市久米 48-1 

電話：0866－92－6989 

FAX：0866－31－5890 

社会福祉法人経山会 理事長 長野 直樹 

 

２．入札に付する事項 

(1) 介護・看護用品一式の売買契約 

(2) 家具一式の売買契約 

(3) 家電製品一式の売買契約 

(4) 車両一式の売買契約 

 

３．入札参加資格 

⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しないもの

であること 

⑵ 会社更生法による更生による更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事

再生法による再生手続き開始の申立てがなされている者等経営状態が著しく不健全な

者でないこと 

⑶ 千葉県暴力団排除条例（平成 23 年条例第 4 号。以下「条例」という。）に基づき、

次に掲げる者でないこと 

ア 役員等（申請者が個人である場合にはその者を、申請者が法人である場合いにはそ

の役員又はその支社若しくは支店・営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代

表者、申請者が団体である場合は代表者、理事等をいう。以下同じ。）が暴力団員（条

例第 2 条第 1 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であると認められる者 

イ 暴力団（条例第 2 条第 1 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員

が経営に実質的に関与していると認められる者 



ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与

える目的をもって、暴力団員又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金供給し、又は便宜を供与するなど直接

的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られる者 

 

４．入札方法、開札等 

⑴ 入札場所 特別養護老人ホーム三清荘 地域交流室 

⑵ 開札日時 令和 7 年 6 月 25 日（水） 10 時 00 分 

⑶ 開札場所 入札場所に同じ 

⑷ 提出方法 ⑵の日時に直接持参または郵送とすること。 

⑸ 開札は、入札終了後直ちに 4⑴で示す入札場所において行うので入札参加者はこれ 

に立ち会うこと 

 

５．納入場所 

千葉県鎌ケ谷市初富字五本松 919 番 16 

社会福祉法人経山会 特別養護老人ホームなごみ三清荘 

 

６．入札金額の表示 

仕様書の総額（消費税抜き）を表示すること 

 

７．入札保証金 

有 ・ 無 

 

８．入札後の契約書作成の要否 

要 ・ 否 

 

９．納入に係る注意事項 

納入時期については建物が完成次第（令和 7 年 8 月予定） 

 

10．支払日 

令和 7 年 8 月末 

 


